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妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育ててののごご相相談談はは““川川俣俣町町ここどどもも家家庭庭セセンンタターー””へへ  

  

問問いい合合わわせせ  川川俣俣町町ここどどもも家家庭庭セセンンタターー（（保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 22220022  

子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022））  

おお子子ささんん本本人人やや、、妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育てて中中ののみみななささんん、、ここんんなな悩悩みみははあありりまませせんんかか？？  
            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
            午午前前８８時時３３００分分～～午午後後５５時時１１５５分分  

             （（土土・・日日・・祝祝日日・・年年末末年年始始はは休休みみ））  

  

  

子育て世代が抱えるさまざまな不安や悩み、困りごとなどの相談に応じ、関係機関等と

連絡・調整し安心して子育てができるよう支援します。 

妊産婦、子育て世代、子どもご本人の不安や悩み、困りごと、どんなことでもご相談く

ださい。 

相談室で、ゆったりとした雰囲気の中でお話しできます。 

（お子様のプレイスペースもあります） 
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出産祝金

認定こども園 ３号

子育てほっとステーション 子育て支援センター

妊娠 出産〜５か⽉ ６か⽉〜２歳 ３歳〜５歳 ⼩学校 中学校〜１８歳

妊婦健康診査 産後ケア事業

新生児聴覚検査

新生児・産婦訪問

１か月児健診

９～10か月児健診

ファミリーサポート事業

子育て支援サポーター派遣事業
認定こども園 １号

認定こども園 ２号

予防接種

産後健診妊婦訪問＆記念品

ブックスタート ブックフレンズ

３歳６か月児健診

出生届妊娠届

届
出
・
サ
ー
ビ
ス

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

知育絵本配布

妊婦のための支援給付金

ファミサポカード利用助成（半額）ファミサポ利用券（無料化）

児童手当 子ども医療費助成

給食費の完全無償化（認定こども園）

⺟
⼦
の
健
康

経
済
的
⽀
援

１歳６か月児健診

２歳６か月児歯科健診

妊産婦タクシー利用助成

入学祝金 奨学資金貸与

育子 て カ レ ン ダ ー

すくすく育児相談 ＆ すくすく発達相談

給食費の完全無償化（小・中学校）

母子手帳交付

3～4か月児健診

離乳食教室4～7か月

子育ておしゃべり会

歯科教室・フッ化物洗口事業

保育料の完全無償化（認定こども園）
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出産祝金

認定こども園 ３号
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3～4か月児健診

離乳食教室4～7か月

子育ておしゃべり会

歯科教室・フッ化物洗口事業

保育料の完全無償化（認定こども園）
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妊妊娠娠ししたたとときき（（届届けけ出出））    

  

母母子子健健康康手手帳帳（（妊妊娠娠届届出出））  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 妊娠に気付いたら、できるだけ早く産科医療機関を受診して、妊娠届出をし「母子健康手帳」の

交付を受けましょう。 

 「母子健康手帳」は、妊娠中の経過からお子さんの健康・発達の記録となる大切なものです。ま

た、妊婦健康診査、出生届、乳幼児健康診査、お子さんの予防接種の際に必要となります。  

交 付 場 所 川俣町役場 保健福祉課 健康増進係 

持参するもの 

・妊娠届出書 

 ※届出用紙は窓口で記入していただきます。 

・個人番号カード 

  （無い場合は、通知カードと本人確認の証明書） 

〇マイナポータルのピッタリサービスからのオンライン申請も受け付けています。 

 

かかわわままたた元元気気っっ子子アアププリリ  

問問いい合合わわせせ  川川俣俣町町ここどどもも家家庭庭セセンンタターー  

（（保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 22220022  

  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022））  

  

川俣町が提供する、妊娠期から子育て期まで、安心して使うことができる子育て支援ア

プリです。健診の日程や認定こども園・幼稚園の申し込みのお知らせなど、お子さんの年

齢に合わせた必要な情報を受け取ることができます。 

利用料は無料です。（通信料はご負担ください） 

アプリストアにて「母子モ」で検索するか、または下記 QR コードからダウンロードし

てください。 

登録の際はお子さんの生年月日を忘れずにご登録ください 

●●かかわわままたた元元気気っっ子子アアププリリででででききるるこことと  

・“できたよ記念日”など、写真とコメント付きで記録し、日々の出来事を記録として残せます。 

・お子さんの成長記録や思い出を、他の家族と共有することができます。 

・出生日と接種状況に応じて、予防接種の最適なスケジュールをお知らせします。 

・予防接種や健診の予定日になるとプッシュ通知でお知らせし、受

け忘れを防止できます 

・そのほか、子育て関係のイベントや、母子保健の予定、各種お知

らせなど、アプリ内で確認することができます。 
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5 

妊妊娠娠ししたたとときき（（子子育育てて支支援援））  

初初回回産産科科受受診診料料助助成成事事業業  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

「妊娠したかも？」という方が妊娠判定を受ける初回の産科受診の費用を助成します。 

●対象者：初回産科受診時に川俣町内に住所があり、他市町村で初回産科受診料助成を受けてい

いない方

●助成費用・方法：医療機関が発行する領収書及び明細書をご持参のうえ、窓口においでくださ

い。10,000 円を上限に助成します。

妊妊産産婦婦タタククシシーー利利用用助助成成事事業業  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 妊婦健診、出産時、産後健診、緊急時等で、医療機関に通院または帰宅するときにタクシーを利

用した場合に乗車料金を助成します。 

●対象者：助成申請時、および利用時に川俣町に住所を有する妊産婦で、母子手帳の交付を受け

た方

●助成方法：役場へ妊産婦タクシー利用助成券交付申請書を提出し、タクシー利用券をお受け取

りください。

●利用回数：片道を１回分とし、計１２回分利用できます。

●利用助成区間：原則、自宅から医療機関または医療機関から自宅までの金額を助成します。

（そのほか、詳細は係までお問合せください。） 

●有効期限：タクシー利用助成券が交付された日より出産した児が生後４か月末まで

妊妊婦婦ののたためめのの支支援援給給付付金金

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 妊娠届出時と妊娠 8 ヵ月頃に、妊婦のための支援給付金として 5 万円ずつ支給いたします。出

産子育て準備等にお役立てください。 

●妊娠おめでとうギフト：妊娠届出時の保健師との面談後、妊婦一人当たり５万円現金給付

●出産応援ギフト：妊婦訪問（妊娠週数３２週以降）後、胎児一人当たり５万円現金給付

妊妊婦婦訪訪問問記記念念品品  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 出産を応援する気持ちを込めて、保健師による妊婦訪問時、紙おむつなど町からの記念品をお渡

しします。 
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妊妊婦婦健健康康診診査査  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

妊婦健康診査は、妊婦さんの健康状態やおなかの赤ちゃんの成長を確認し、妊娠期間中を心身と

もに健康に過ごし、無事出産を迎えていただくためのものです。川俣町では、妊娠期間中１５回ま

での妊婦健康診査の費用を助成します。 

 妊娠届出の際に母子健康手帳と一緒に「妊婦健康診査受診票」を交付します。 

●手続き  

子子育育てて支支援援ササポポーータターー派派遣遣事事業業 

妊婦または乳幼児がいる保護者が体調不良などにより、家事をする人がいない家庭に、必要な研

修を修了したサポーターを派遣し、家事に関する支援や育児に関する支援を行います。 

詳細は、1５ページをご覧ください。 

 

 

 

赤赤ちちゃゃんんがが生生ままれれたたらら（（届届けけ出出））  

  

出出生生届届  

問問いい合合わわせせ  町町民民税税務務課課  町町民民係係  内内線線 11330055  

 お子さんが生まれたとき、身分関係を記録するために戸籍の届出が必要となります。生まれた日

から１４日以内に町民税務課に届出してください。届出書は、医療機関や役場で受け取れます。 

●手続き 

届 出 場 所 川俣町役場 町民税務課町民係 

持参するもの 
・出生届書（医師等の出生証明があるもの） 

・母子健康手帳 

 

児児童童手手当当のの申申請請  ※８ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

子子どどもも医医療療費費助助成成のの届届けけ出出  ※９ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

受 診 場 所 福島県内医療機関の産科 

持参するもの 

医療機関には次のものを持参してください。 

・母子健康手帳 

・妊婦健康診査受診票 

※県外の医療機関を受診される場合は、健診費用を支払った後、保健

福祉課健康増進係で助成手続きを行ってください。 
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フファァミミササポポカカーードド利利用用助助成成事事業業・・フファァミミササポポ利利用用助助成成券券配配付付事事業業

※１ ４ 、 １ ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。

子子育育てて応応援援パパススポポーートト「「フファァミミたたんんカカーードド」」  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 お子さん（１８歳に達した後の最初の３月３１日を迎え

るまでの方）がいる世帯の方が、川俣町からファミたんカ

ードの交付を受け、あらかじめ承認を受けた協賛店舗等で

このカードを提示すると、様々な子育て応援サービスが受

けられます。協賛店、サービス内容は福島県ホームページ

または携帯サイトから「ファミたんカード」で検索できま

す。 

赤赤ちちゃゃんんがが生生ままれれたたらら（（健健康康診診査査等等））  

産産後後ケケアア事事業業  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

  出産後のお母さんの疲労回復や母乳育児支援、育児不安の解消等を目的として実施しています。 

助産師による専門的な支援を受けられます。 

●対 象 者：産後１年以内の産婦の方

●利用日数：日帰り、宿泊 最大３日まで

●利用料金：日帰り無料（双子も無料）、宿泊５，２７４円（双子５，９６１円）

●利用場所：福島県助産師会が運営する助産所等

●申 込 み：利用申請書を担当窓口に提出してください

新新生生児児聴聴覚覚検検査査  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

生まれて間もない赤ちゃんの耳の聞こえの状態を確認する検査です。お子さんが生まれた産科医

療機関等で受けた検査費用を最大３回まで助成します。 
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産産後後２２週週間間健健康康診診査査・・産産後後１１かか月月健健康康診診査査  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 妊婦健康診査に加えて、産後２週間健康診査及び産後１か月健康診査（産婦のみ、１人につき各

１回分）の費用を助成しています。 

赤赤ちちゃゃんんがが生生ままれれたたらら（（経経済済的的なな支支援援））  

出出産産育育児児一一時時金金  

問問いい合合わわせせ  

●●川川俣俣町町国国民民健健康康保保険険加加入入のの方方：：保保健健福福祉祉課課  国国保保年年金金係係  （（内内線線 11440055））

●●上上記記以以外外のの健健康康保保険険加加入入のの方方：：勤勤務務先先ままたたはは、、加加入入ししてていいるる健健康康保保険険

公的医療保険の加入者が出産したとき、お子さん一人につき原則 50 万円が「直接支払制度」ま

たは「受取代理制度」により、医療機関に支払われます。（※全額を被保険者が支払い、直接、被保

険者が受け取る償還払い制度もあります） 

早産や流産、死産等の場合も妊娠１２週（妊娠８５日）以後であれば支給の対象となります。 

●直接支払制度：病院等の出産施設が、被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請を行い、

直接保険者から支払いを受ける制度です。（※取り扱いは直接施設に確認してください）

●受取代理制度：被保険者（出産者等）が出産一時金の支給申請を行い、出産施設が被保険者に

代わって受け取る仕組みです。

出出産産祝祝金金  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

赤ちゃんの出生と健やかな成長を願って、町からお祝い金を支給いたします。 

第第一一子子１１００万万円円、、第第二二子子２２００万万円円、、第第三三子子以以降降３３００万万円円のの祝祝いい金金をを保保護護者者にに支支給給いいたたししまますす。。  

お子さんが誕生してから、６か月以内に申請書を提出してください。 

●保護者が川俣町に転入してから１年に満たない場合は、１年経過後すみやかに申請書を提出し

てください。

※ただし、申請日現在において町税等に滞納がある場合は、支給されません。

児児童童手手当当  

  

児童手当は、子どもと暮らし、養い、守り育てている方の生活を安定させ、生活の質が高まる 

問問いい合合わわせせ　　子子育育てて支支援援課課    子子育育てて支支援援係係    内内線線  22330022
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よう支援することを目的として支給されるものです。支給対象の児童を養育している方が請求する

ことができます。 

（令和 6 年 10 月分から次のとおり制度が拡充されました） 

●●所得要件：所得制限なし

●●支給月額：【３歳未満】第１・２子：１５，０００円／第 3 子以降３０，０００円

 【３歳以上高校生年代】第１・２子：１０，０００円／第３子以降：３０，０００円 

●●支払時期：原則として、毎年 6 回（偶数月）に各前月分までの 2 か月分が支給されます。

※児童手当の認定は、申請月の翌月からになります。

※養育している方が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

※児童養護施設等入所または里親委託中の児童は、施設設置者または里親での申請になります。 

●手続き

申 請 場 所 川俣町役場 子育て支援課 子育て支援係 

持参するもの 

・資格確認書等（請求者のもの）

・請求者本人名義の預金通帳

・個人番号カード

（無い場合は、通知カードと本人確認の証明書）

※マイナポータルのピッタリサービスからのオンライン申請も受け付けています。

子子どどもも医医療療費費助助成成  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費を助成しています。 

これは、１８歳まで（出生から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）の

お子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金並びに入院時食事療

養費を助成する制度です。 

 ただし、健康保険から給付される高額療養費及び付加給付がある場合には、その分を差し引き助

成となります。 

●助成対象者：川俣町内に住所があり、健康保険に加入している０歳から１８歳までの子ども。

ただし、生活保護法の適用を受けている方は除かれます。

●手続き

申 請 場 所 川俣町役場 子育て支援課 子育て支援係 

持参するもの 
・資格確認書等（助成を受けるお子さんの氏名が記載されたもの）

・受給者（保護者）名義の金融機関の預金通帳

【【助助成成のの受受けけ方方】】  

●社会保険、共済組合等に加入している場合：医療機関の窓口に「マイナ保険証」または「資格

確認書等」と「受給資格者証」を提示してください。自己負担金の支払いの必要がありません。

●川俣町国民健康保険に加入している方：医療機関の窓口に「マイナ保険証」または「資格確認

書」を提示してください。自己負担金の支払いの必要がありません。ただし、入院した時の食

9



10 

事療養費など窓口で負担があった場合は、手続きが必要になります。 

 ●医療費償還払い 

   一部の医療機関では窓口無料にならない場合があります。その際は、領収書を持参のうえ、

子育て支援係に備えてある「子ども医療費助成申請書」を記入し提出してください。指定され

た金融機関口座に振込いたします。 

   ※「子ども医療費助成申請書」は、川俣町ホームページからもダウンロードできます。 

 

養養育育医医療療  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

 母子保健法の定めにより、出生時の体重が２，０００ｇ以下等で、医師が養育のために入院が必

要と認めた未熟児（１歳未満）に対し、養育に必要な医療の給付を行うものです。 

●対象：保護者が川俣町に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた１歳未満の未熟児 

 

国国民民年年金金保保険険料料のの産産前前産産後後期期間間のの免免除除制制度度  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  国国保保年年金金係係  内内線線 11440055  

  国国民民年年金金第第 11 号号被被保保険険者者のの方方がが出出産産さされれたた際際にに、、産産前前産産後後のの一一定定期期間間国国民民年年金金保保険険料料がが

免免除除さされれ、、納納付付ししたたももののととししてて年年金金額額にに反反映映さされれまますす。。 

●対 象 者：国民年金 1 号被保険者で、出産日が平成 31 年 2 月 1 日以降の方。 

※国民年金の任意加入者は対象外。 

●免除される期間：出産予定月（または出産月）の前月から 4 か月分。多胎妊娠の場合は、出産

予定月（または出産月）の 3 か月前から 6 か月間。 

●提出時期：出産予定日の 6 か月前から。出産後も届け出は可能です。 

 
 

乳乳幼幼児児（（
００～～

５５歳歳））のの健健診診・・相相談談支支援援  

  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

新新生生児児・・産産婦婦訪訪問問（（ここんんににちちはは赤赤ちちゃゃんん事事業業））  

 赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳と一緒にお渡しした「新生児出生連絡票」を出生届時に保

健福祉課健康増進係へ提出してください。その後、保健師がご家庭を訪問し、赤ちゃんの成長の確

認や育児、お母さんの健康状態等の相談に応じます。 

 また、乳幼児健康診査や予防接種などについても説明いたします。 

 ●対象者：生後２か月前までの赤ちゃんとお母さん 
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すすくくすすくく育育児児相相談談（（乳乳幼幼児児））  

 毎月１回、保健センターで身体測定や育児に関する相談を行っております。どの月齢のお子さん

にかかる相談でも結構です。 

 母子健康手帳を忘れずにご持参ください。 

 開催日時については、子育て支援アプリ『かわまた元気っ子アプリ』・町広報紙やホームページで

お知らせしています。予約制のため、保健福祉課健康増進係へご相談ください。 

 

すすくくすすくく発発達達相相談談（（乳乳幼幼児児））  

 乳幼児の発達などに関する相談を行っています。予約制のため、ご希望の方は、保健福祉課健康

増進係へご相談ください。 

 母子健康手帳を忘れずにご持参ください。 

  

乳乳幼幼児児健健康康診診査査とと絵絵本本ののププレレゼゼンントト  

 乳幼児の健康管理、病気の早期発見、健やかな成長を支援するため、1 か月児、３～４か月児・

９～１０か月児・１歳６か月児・２歳６か月児歯科・３歳６か月児を対象に行っています。 

母子健康手帳を忘れずにご持参ください。 

開催日時や対象児内容等については、個別で通知します。また、子育て支援アプリ『かわまた元

気っ子アプリ』・町広報紙やホームページでお知らせしています。 

●●１１かか月月児児健健診診時時：妊娠届出の際に受診票をお渡しし、費用の助成を行っております。 

●●３３～～４４かか月月児児健健診診時時：赤ちゃんが初めて出会う絵本体験として、読み聞かせボランティアが選

んだ絵本の中から 1 冊をプレゼントする「ブックスタート」を実施しています。 

●●９９～～1100 かか月月児児健健診診時時：赤ちゃんの言葉や成長を促すパーソナル知育絵本と交換できるチケッ

トをお渡しします。 

●●１１歳歳６６かか月月児児健健診診時時：希望者には虫歯予防のために「フッ化物塗布」を行います。  

●●２２歳歳６６かか月月児児歯歯科科健健診診時時：２歳６か月児歯科健診では保護者の方の歯科健診も行います。 

●●３３歳歳６６かか月月児児健健診診時時：親子が一緒に読み聞かせを楽しめるよう、読み聞かせボランティアが選

んだ絵本の中から 1 冊をプレゼントする「ブックフレンズ」を実施しています。 

 

離離乳乳食食教教室室（（４４～～７７かか月月児児））  

 離乳食の進め方などについて、お話しをします。お子さんの身長・体重測定も行いますので、お

子さんと一緒に参加してください。 

 開催日時や対象児については、子育て支援アプリ『かわまた元気っ子アプリ』・町広報紙やホーム
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ページでお知らせします。 

 母子健康手帳を忘れずにご持参ください。 

予予防防接接種種  

 赤ちゃんや子どもは、病気にかかりやすく、重症化するリスクが高いことがありますが、予防接

種で予防できる病気もあります。お子さんの健やかな成長のために、予防接種の効果や副反応につ

いて正しく理解し接種しましょう。 

 ●定定期期接接種種ににつついいてて 

「予防接種のしおり 

（予診票）」とは 

・予防接種を公費負担（無料）で接種するために必要な 

予診票が綴られています。 

・生後 2 か月から小学校入学前まで使用します。 

交付場所 

・産後１～２ヵ月頃の赤ちゃん訪問でお渡しします。 

・転入された方は、保健福祉課健康増進係までお越しく 

 ださい。その際は、母子健康手帳及び身分証明書を忘れ

ずにご持参ください。 

 ●任任意意接接種種ににつついいてて  

   法律で定められているものの他に保護者の方が希望で受けるものを「任意予防接種」といい、

おたふくかぜなどがあります。すべて自己負担となりますので、かかりつけの医師と相談し、

必要時に受けてください。 

   なお、インフルエンザ予防接種については、一部費用を助成していますので、保健福祉課健

康増進係にお問い合わせください。 

 

そそのの他他  

 ●手作りおやつの紹介（3 歳 6 ヶ月児健診時） 

 

   3 歳 6 ヶ月児健診の際に、3 回の食事では取り切れない栄養を補えるようなおやつを町管

理栄養士が考え、レシピとともに試食を配布しています。 

 

 ●歯科教室・フッ化物洗口 

   こどもの虫歯が多い川俣町では、虫歯予防として、かわまた認定こども園の４・５歳児を対

象に、歯科衛生士による歯科教室（年１回）と希望制でフッ化物洗口液でのうがい（週１回）

を実施しています。 

  ※町内の小学校でも実施しています。（フッ化物洗口は希望制です） 
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乳乳幼幼児児（（
００～～

５５歳歳））とと親親へへのの子子育育てて支支援援  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

子子育育ててほほっっととスステテーーシショョンン  

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談・情報の提供を行います。 

さまざまな催しを企画し、毎月、広報誌等へ掲載いたしております。 

事前の予約はいりません。開催日のお好きな時間帯にお気軽にお立ち寄りください。 

●開催場所：川俣町保健センター 多目的ホールまたは和室

●開催時間：毎週 水・木・金 午前９時～午後２時 

子子育育てておおししゃゃべべりり会会  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 日頃の子育てなどで困っていること悩んでいることなどを、助産師や公認心理師、保健師を交え

ておしゃべりし、その中から子育てのヒントを得たり、アドバイスが得られる機会を設けています。 

お母さんが「おしゃべり会」に参加している間、お子さんをお預かりいたしますので、安心して

参加できます。 

開催日時などについては、広報紙等でお知らせいたします。 

ブブッッククススタターートト （（ ３３ ～～ 44 かか 月月 児児 健健 診診 時時 ））   

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

子育ての中に絵本を使って、子どもが成長に応じて多くの本と出会えるよう応援し、保護者が地

域の中でたのしく子育てができるように支援するものです。お子さんの３～４か月児健康診査時に、

読み聞かせボランティアと子育て支援係員が選んだ絵本の中から、保護者が気に入った１冊をプレ

ゼントします。 

パパーーソソナナルル知知育育絵絵本本事事業業（（ 99～～ 1100 かか 児児 、、１１ 歳歳 ６６ かか 月月 児児 、、２２ 歳歳 ６６ かか 月月 児児 健健 康康 診診 査査 時時 ））

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 お子さんの名前で語りかけ、読み聞かせすることで、言葉の理解や発達を促すパーソナル知育絵

本をプレゼントします。９～１０か月児・１歳６か月児・２歳６か月児健康診査時に、それぞれの

月齢にあった絵本のチケットをお渡しします。チケットを使用して WEB 上でお子さんの名前や必

要情報を入力すれば、お子さんだけの特別な絵本が作れます。 
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ブブッッククフフレレンンズズ （（ ３３ 歳歳 ６６ かか 月月 児児 健健 診診 時時 ））     

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 22220022  

親子で絵本に親しむ機会を増やすために、読み聞かせボランティアが選んだ絵本の中から１冊を

プレゼントします。 

フファァミミリリーーササポポーートト事事業業

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

実実施施団団体体  特特定定非非営営利利活活動動法法人人ココミミュュニニテティィちちゃゃばばたたけけ

☎☎００９９００－－７７００７７３３－－４４３３４４８８

育児の援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（提供会員）が会員となり、お互いに

信頼関係を築きながら子どもを預け・預かる、地域が主体となって行う子育て支援の有償ボランテ

ィア活動です。実施団体が事務局となり、責任をもって仲介・斡旋を行いますので、安心してご利

用いただけます。 

●入会申込：入会するには事前登録が必要です。実施団体にお問い合わせください。

●援助活動の例 ・保育施設（わいわいクラブ、こども園）までの送迎を行う

・保育施設の開始前や終了後または学校の放課後に子どもを預かる

・保護者の病気や急用等の場合に、子どもを預かる

・冠婚葬祭や兄姉の学校行事の際、子どもを預かる など

●対象年齢：0 歳～満１８歳

●利用時間：午前７時～午後７時まで（時間外は別途）

●利用料金：１時間 600 円／時間外１00 円増／病児・病後児預かり１時間８００円

※０歳児は無料になる助成券、1～６歳（未就学児）は利用料が半額になるファミサポカードを

配布しています。

フファァミミササポポ利利用用助助成成券券配配付付事事業業

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 ０歳児がいる家庭に対して、申請によりファミサポ利用助成券を配付します。上記ファミリーサ

ポート事業で援助活動を受ける際、１時間６００円の利用料について、４０時間分の助成券の配布

を実施します。（交通費やキャンセル料等には使えません。また、釣銭はでません。） 

 助成券が必要な方は、お子さんが１歳になる前までに、役場に申請書の提出が必要です。町税等

の滞納の有無を確認させていただいた後に、申請した月から１年間有効な「ファミサポ利用助成券」

を送付します。 

なお、助成券の利用には、コミュニティちゃばたけへの会員登録が必要です。 
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フファァミミササポポカカーードド利利用用助助成成事事業業

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

未就学児のお子さんがいる家庭に、ファミサポ事業を利用する際の利用者負担となる利用料の半

額を助成します。助成を受けるためには、役場に申請書の提出が必要です。町税等の滞納の有無を

確認させていただいた後に、申請した月からお子さんが６歳に達する日以後最初の３月３１日

まで有効な「ファミサポカード」を送付します。 

なお、ファミサポカードの利用には、コミュニティちゃばたけへの会員登録が必要です。 

子子育育てて支支援援ササポポーータターー派派遣遣事事業業  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

妊婦または乳幼児がいる保護者が体調不良などにより、家事をする人がいない家庭に、必要な研

修を修了したサポーターを派遣し、家事に関する支援や育児に関する支援を行います。 

 派遣を受けるためには、役場に申請書の提出が必要です。審査後に決定通知書を送付します。決

定されたら特定非営利活動法人コミュニティちゃばたけに利用の申し込みを行い、事前打ち合わせ

を経て、派遣を受けることができます。 

●利用対象者：川俣町内に住所を有し、次のいずれにも該当する人

①妊婦または３歳未満の子どもを養育している人

②家事、育児等について他の援助を受けることができず、日常生活に支障が生じている人

●利用時間：午前９時から午後７時までの時間帯で、１時間単位のご利用で１日当たり最長４時

間まで

●利用限度時間：①産前 延べ３０時間

②出産後、子どもが１歳まで 延べ６０時間

③子どもが１歳以上３歳未満 延べ６０時間

●利用者負担金：１時間当たり １００円

●サービス内容：利用者は、サービスをサポーターと一緒に行うことが前提です。

【家事支援】 

食事の準備及び後片付け、洗濯、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物など 

【育児支援】 

授乳の準備、おむつ交換、沐浴介助、きょうだい（就学前）の世話など 

●手続き

届 出 場 所 川俣町役場 子育て支援課子育て支援係 内線２３０２ 

持参するもの 母子健康手帳（※申請者が妊婦の場合） 
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育育児児ササーーククルル（（ははららぺぺここくくららぶぶ））  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 未就学児とその家族、マタニティママが集まり、育児に関する様々な行事や遊び等を通じて交流

します。 

入会申し込み、活動内容等くわしくは子育て支援課へお問い合わせください。 

●対象者：未就園児とその家族

●活動日時：月１回程度（平日午前）

●活動場所：川俣町保健センター、各公民館など

●年会費：大人５００円、子ども１００円

●その他：詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

子子育育てて親親子子教教室室  

問問いい合合わわせせ  ここどどもも家家庭庭セセンンタターー  内内線線  22330033、、22220022　　  

妊婦とそのパートナー、未就学児の親子の絆を深めたり、育児に関する悩みを解決するために、

テーマに沿った講師をお招きし、教室を開催しています。

開催日時や内容については、町のホームページや子育て支援アプリ「かわまた元気っ子アプリ」

等でお知らせします。 

チチャャイイルルドドシシーートトのの貸貸出出

問問いい合合わわせせ  総総務務課課  消消防防交交通通係係  内内線線 111100６６  

 乳幼児を養育する保護者へチャイルドシートの貸し出しを無料で行っています。乳幼児を同乗さ

せる保護者ドライバーの安全運転の確保と、乳幼児の身体・生命を交通事故から守るとともに、  

チャイルドシート着用の推進と交通安全思想の普及、啓蒙を図ることを目的としています。

●対象者：川俣町に住民登録している４歳未満の乳幼児を養育する保護者。

（借受申請時において、出産予定日が確定している者も含む） 

●貸出台数：1 世帯当たり 1 台

●貸出期間：貸し出し決定の日から、お子さんが満４歳の誕生日を迎える月の末日まで

●料金：無料

●申込み：借受申請書を総務課消防交通係へ提出してください。

（出産予定日の 2 週間前から受け付けます） 
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認認定定ここどどもも園園等等をを利利用用すするるににはは  

認認定定ここどどもも園園等等をを利利用用すするるたためめのの認認定定制制度度  

（（ 教教 育育 ・・ 保保 育育 給給 付付 のの 認認 定定 ））   

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

  子ども・子育て支援新制度では、幼稚園・認定こども園等を利用するに当たり、必ず利用のため

の認定を受ける必要があります。次の認定区分により認定証を発行します。 

認定区分 対 象 者 町内施設 

１号認定 
３歳～５歳（小学校就学前まで）で、幼稚園（預かり保育含

む）の教育を受けるための認定 

山木屋幼稚園 

かわまた認定こども園

２号認定 

３歳～５歳（小学校就学前まで）で、「保育を必要とする事

由」に該当し、認定こども園などで保育を受けるための認定 かわまた認定こども園

３号認定 

０～２歳（３歳の誕生日を迎える前日まで）で、「保育を必

要とする事由」に該当し、認定こども園などで保育を受ける

ための認定 

かわまた認定こども園

「「保保育育のの必必要要性性」」のの認認定定  

●認定の主な要件：就労等、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護等、災害復旧の

間・求職活動（３か月以内）、保護者の就学、その他町長が認める場合 等

保育の必要量 保 育 時 間 

保育標準時間 
認定こども園の最大利用可能時間は１日１１時間 

保護者がおおむね１か月１２０時間程度以上の就労をしている場合 

保 育 短 時 間 
認定こども園の最大利用可能時間は１日８時間 

保護者がおおむね１か月６４時間以上１２０時間未満程度就労している場合 

子子育育てて支支援援セセンンタターー （（ かか わわ まま たた 認認 定定 ここ どど もも 園園 内内 ））   ※※ 詳詳 細細 はは ３３ ２２ ペペ ーー ジジ   

おお申申込込みみ・・おお問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援セセンンタターー  

☎☎５５７７２２－－66113333（（直直通通））

かわまた認定こども園内に設置されたセンターです。事前にお申込みいただければ、お子さんの

在園の有無にかかわらず、子育て中の方ならどなたでもご利用できます。保育士がこどもや親子の

遊びを手助けしたり、発育や発達に関する悩みに対応したりするほか、各種イベントをご用意して

お待ちしています。 

認定区分 対 象 者 町内施設 

１号認定 
３歳～５歳（小学校就学前まで）で、幼稚園（預かり保育含

む）の教育を受けるための認定 

山木屋幼稚園 

かわまた認定こども園

２号認定 

３歳～５歳（小学校就学前まで）で、「保育を必要とする事

由」に該当し、認定こども園などで保育を受けるための認定 かわまた認定こども園

３号認定 

０～２歳（３歳の誕生日を迎える前日まで）で、「保育を必

要とする事由」に該当し、認定こども園などで保育を受ける

ための認定 

かわまた認定こども園
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かかわわままたた認認定定ここどどもも園園  

  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

 「認定こども園」は、幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持つ施設です。幼稚園の「教育」機

能、保育園の「保育」機能、両方の良さを得られるところに「認定こども園」の特徴があります。 

 川俣町では、令和５年度から公立幼稚園（山木屋幼稚園を除く）と公立保育園を廃止し、新たに

公私連携幼保連携型認定こども園「かわまた認定こども園」を公私連携法人「社会福祉法人 川俣

町社会福祉協議会」の運営により開園しています。 

●実施場所 

施設名 住     所 対象児童 電話番号 

かわまた認定こども園 川俣町字川原田４６ ０歳～５歳 ０２４－５７２－６１８８ 

  

入入園園手手続続きき  

 入園の申し込みは、期間を定めて受付いたします。詳しくは町の広報紙またはホームページでお

知らせいたします。 

届 出 場 所 川俣町役場 子育て支援課 幼児教育係 

持参するもの 

・入園申込書（係の窓口で配布、または町のホームページからダ

ウンロード） 

・証明書（勤めている方：就労証明書／就職が決まっている方：

採用証明書／自営業の方：申立書など） 

※詳しくは担当までお問い合わせください。 

給給食食費費助助成成  

全園児に自園調理による給食が提供されます。それに係る給食費保護者負担金は、令和 5 年度か

ら、子育て世帯への経済的負担の軽減及び幼児の健全な育成に寄与するため、町内在住の保護者に

町が全額助成（無償化）いたします。 

利利用用料料（（保保育育料料））助助成成  

かわまた認定こども園に通う子どもの利用料は、令和６年度から、子育て世帯への経済的負担の

軽減のため、町内在住の保護者に町が全額助成（無償化）いたします。 
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そそのの他他のの教教育育・・保保育育利利用用給給付付・・無無償償化化をを受受けけるるたためめのの認認定定  

（（ 施施 設設 等等 利利 用用 給給 付付 のの 認認 定定 ））   

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

認定こども園の保育料のほかに、一時預かり保育などの保育料の無償化を受ける場合に必要な認

定です。 

●対象者：幼稚園（未移行園）、認可外保育施設、幼稚園等の預かり保育、一時預かり等を利用する

方が対象となります。

認定区分 対 象 者 

新１号認定 
３歳から５歳（小学校就学前まで）の子どもが、私立幼稚園（新制度

未移行）、特別支援学校などの利用料の無償化を受けるための認定 

新２号認定 

保育の必要性があり、４月１日時点で３歳以上５歳（小学校就学前ま

で）の子どもが、認定こども園や幼稚園、預かり保育や認可外施設等

（無償化の対象施設・サービスに限る）の無償化を受けるための認定

新３号認定 

（※住民税非課税世

帯のみ） 

保育の必要性があり、住民税非課税世帯であって、４月１日時点で、

0 歳から３歳未満の子どもが、預かり保育や認可外施設等（無償化の

対象施設・サービスに限る）の無償化を受けるための認定 

※「保育の必要性」の認定は、認定こども園の「保育の必要性」の認定と同じです。

山山木木屋屋幼幼稚稚園園    ※現在は入園希望者がいないため休園中です。  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

施設名 住 所 対象児童 

山木屋幼稚園 川俣町山木屋字小塚山９－１ ４歳、５歳 

入入園園手手続続きき  

 入園の申込は、期間を定めて受付いたします。詳しくは町の広報誌またはホームページでお知ら

せいたします。（年度途中の入園については担当までお問い合わせください。） 

入園願書は、子育て支援課の窓口で配布、または町ホームページからもダウンロードできます。 

●保育時間：午前８時１０分～午後１時００分

●利用料（保育料）：利用料は、幼児教育・保育の無償化に伴い、無償となります。

なお、ＰＴＡ会費、教材費等はかかります。
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小小学学校校  中中学学校校にに入入学学すするるとときき

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線 22００00３３  

川川俣俣町町のの小小学学校校  

学 校 名 住 所 電話番号 

川俣小学校 川俣町字宮前 36 ０２４－５６６－２０２２

山木屋小学校 川俣町山木屋字小塚山９－１ ０２４－５６３－２１０１

●入学の手続き：小学校に入学するお子さんの保護者に対し、1 月末までに入学日を指定した「入

学通知書」を通知します。転居、区域外就学等の予定のある方は、学校教育課までご連絡願い

ます。

子子どどもも見見守守りりササーービビスス「「ココママモモルル」」  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

 子どもたちの安全の確保と子育て支援環境の充実を図るため、小学生を対象

に「見守り端末」を無料で配布しています。小学校や公共施設等に設置された「見

守りスポット」に到着または通過した際に、専用アプリを通じて保護者のスマー

トフォン等に通知が届くサービスです。「見守り端末」は、小学校入学時に配付し

ます。 

川川俣俣町町のの中中学学校校  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線 22００00３３  

学 校 名 住 所 電話番号 

川俣中学校 川俣町字宮ノ脇 14 ０２４－５６６－４１１１ 

山木屋中学校 川俣町山木屋字小塚山９－１ ０２４－５６３－２１０４ 

●入学の手続き：中学校に入学するお子さんの保護者に対し、1 月末までに入学日を指定した「入

学通知書」を通知します。転居、区域外就学等の予定のある方は、学校教育課までご連絡願い

ます。
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学 校 名 住 所 電話番号 

川俣小学校 川俣町字宮前 36 ０２４－５６６－２０２２

山木屋小学校 川俣町山木屋字小塚山９－１ ０２４－５６３－２１０１

学 校 名 住 所 電話番号 

川俣中学校 川俣町字宮ノ脇 14 ０２４－５６６－４１１１ 

山木屋中学校 川俣町山木屋字小塚山９－１ ０２４－５６３－２１０４ 
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山山木木屋屋小小・・中中学学校校のの「「通通学学区区特特認認校校制制度度」」  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線２２000022  

少人数のメリットを活かして、きめ細やかな学びができる山木屋小中学校で学んでみませんか。

次の就学条件を満たせば通学が可能です。 

●就学条件

(1) 現在、町内小中学校に通学している児童・生徒（川俣町に住民登録があり町外の小学校、

中学校に通学している児童・生徒も含む）

(2) 通常の学級において、適応して学校生活が送れる児童・生徒であること。

(3) 山木屋小・中学校の教育方針及び特色ある教育活動などについて賛同・協力できること。

(4) スクールバスによる通学ができること。

例) 中央公民館から片道約 15 分程度です。 

入入学学・・進進学学すするるとときき（（経経済済的的なな支支援援））  

小小・・中中学学校校給給食食費費無無償償化化  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線２２000022  

 川俣町の子育て支援事業の一環として、平成 28 年度より小学校、中学校の給食費について、 

2 分の 1 を補助していました。令和４年度からは更なる保護者の経済的負担を軽減することを目

的として全額を補助しています。 

小小・・中中学学校校入入学学祝祝金金  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 川俣町に住所を有し、小・中学校に入学する児童生徒を養育している保護者に対し、児童生徒 

１人につき 5 万円を支給いたします。 

ただし、申請日現在において町税等に滞納がある場合は支給されません。 

●手続き：入学する年の１月に該当する方へ申請書を郵送いたしますので、子育て支援課まで提

出してください。

●支給方法について：指定の口座（保護者名義）へお振込いたします。
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要要保保護護・・準準要要保保護護児児童童生生徒徒援援助助費費  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線２２0000３３  

お子さんを小中学校へ通学させるにあたり、経済的な理由等によって学用品費など学校での学習

に必要な費用の支払いが困難な保護者に対し、その一部を援助します。 

●対象者：川俣町に住所を有している児童生徒の保護者で、要件に該当する場合が対象になりま

す。ただし世帯の総所得額等によって、必ずしも認定になるとは限りません。 

●援助される費目：学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費 

●申請方法：学校を通してお知らせを配布いたしますので、期限までに「就学援助費交付申請書

兼世帯票」を学校の担任へ提出してください。 

●認定：世帯の所得額や学校長の意見、地区民生委員の意見を参考にしながら認定いたします。

認定結果は、教育委員会からお知らせいたします。 

●支給方法：支給は、年 3 回保護者に支給いたします。 

 

川川俣俣町町奨奨学学資資金金貸貸与与  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線 220000３３  

 川俣町では、経済的な理由で修学することが困難な方のために、奨学資金を貸与します。 

●対象者：次の要件をすべて満たす方 

（１）川俣町に保護者とともに引き続き１年以上住居を有すること。 

（２）高等学校以上の教育を受ける者で品行が正しく学術に優れ身体強健であること。 

（３）経済的理由により修学困難と認められること。 

 

●奨学資金の金額 

区  分 
高等学校及び高等専門

学校(1～3 年)の在学者 

短期大学校(福島県立農業短期

大学校を含む)在学者、高等専門

学校４年生以上在学者及び専

修学校(専門課程)の在学者 

大学在学者 

月  額 ３５，０００円以内 ６０，０００円以内 ６４，０００円以内 

  

川川俣俣町町奨奨学学資資金金返返還還免免除除制制度度  

問問いい合合わわせせ  学学校校教教育育課課  学学校校教教育育係係  内内線線 220000３３  

 本町への優秀な人材の定住や、町内企業等に就業することによる地域活性化を目的とし、 

奨学資金の返還を免除します。 

●対象者：次の要件をすべて満たす方 

（１）３年以上継続して町内に住所を有し、川俣町内で就業していること。 

（２）川俣町奨学資金の返還及び町税等の滞納がないこと。 

（３）川俣町奨学資金の貸与を受け、返還中であること。 
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●免除額：貸与額の２分の１まで 

区  分 貸与額 免除額（上限） 

大学 ３，０７２，０００円 １，５３６，０００円 

短期大学等 １，４４０，０００円 ７２０，０００円 

高等学校 １，２６０，０００円 ６３０，０００円 

 ※区分ごとに最高額を貸与した場合の上限となっています。 

 

 

放放課課後後のの預預かかりり・・ここどどもものの居居場場所所  

  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  幼幼児児教教育育係係  内内線線 22330033  

わわいいわわいいククララブブ（（放放課課後後児児童童ククララブブ））  

  下校後、就労等により保護者が家庭にいない小学１年生から６年生までの児童を対象に、放課 

後における安全な遊びの場の提供や生活指導などを行います。 

●開設場所（令和 6 年度から旧すみよし保育園で実施） 

クラブ名 住   所 定員 電話番号 

わいわいクラブ 川俣町字五百田２１ ７０名 ０２４－５６５－５０２７ 

●開設時間 

  月～日曜日（お盆及び年末年始は休み） 
  平日（就学日）：放課後～午後７時２０分 
  土・日曜日、長期休業日等（非就学日）：午前７時～午後７時 

●保育料 <通常保育> 

各月初日 の児童の 属する世 帯 月額保育料 

（1 人目） 

月額保育料 

（2 人目） 

月額保育料 

（3 人目以降） 区分 定     義 

1 生活保護法による被保護世帯 ０円 ０円 ０円

2 市町村民税非課税世帯 ３，０００円 １，５００円 ３００円

3 市町村民税所得割非課税世帯 ４，５００円 ２，２５０円 ４５０円

4 市町村民税所得割課税世帯 ６，０００円 ３，０００円 ６００円

●保育料 <短期保育> 1 か月の利用日数が 12 日未満の場合 

各月初日 の児童の 属する世 帯 日額保育料 

（1 人目） 

日額保育料 

（2 人目） 

日額保育料 

（3 人目以降） 区分 定     義 

1 生活保護法による被保護世帯 ０円 ０円 ０円

2 上記以外の世帯 ５００円 ２５０円 ２５０円

 

 

23



24 

●手続き

届 出 場 所 川俣町役場 子育て支援課 幼児教育係 

持参するもの 

・放課後児童保育申込書（係の窓口で配布、または町のホームペ 

ージからダウンロード）

・証明書（勤めている方：就労証明書／就職が決まっている方：

採用証明書／自営業の方：申立書など）

・本年 1 月 1 日以降に転入された方は、前住所市町村が発行す

る「所得課税証明書」

※詳しくは担当までお問い合わせください。

たたののししいい教教室室（（放放課課後後子子どどもも教教室室））  

「たのしい教室」は、放課後に学校や地区公民館等を活用して、子ども達の安全な居場所を設け

るとともに、地域の方々の協力を得て、学習やスポーツ、交流活動等を体験・学習できる学びの場

です。 

●開設場所

教室名 実施場所 活動中連絡先 

川俣たのしい教室 川俣小学校 ０８０－８２２６－６０９６ 

富田たのしい教室 小神公民館 ０８０－１６５０－８７５０ 

福田たのしい教室 福田公民館 ０８０－１６５０－３８９４ 

小島たのしい教室 小島公民館 ０２４－５６６－３２９７ 

福沢たのしい教室 羽山の森美術館 ０８０－１６５０－３８９６ 

※飯坂たのしい教室 飯坂公民館 － 

※飯坂たのしい教室は、参加希望がないため、現在休止中です。

●開設時間：各教室により異なりますので、子育て支援課へお問合せください。

●料金：原則無料（ただし、活動内容によっては材料代等を負担していただく場合があります） 

●利用の申込：「たのしい教室参加申込書」に必要事項を記入し子育て支援課へ提出してくださ

い。
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ひひととりり親親家家庭庭ににななっったたとときき（（経経済済的的なな支支援援））  

児児童童扶扶養養手手当当  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

　父又は母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の生活の安定と自立を 

助けるために支給されます。 

 ただし、公的年金や遺族補償等を受けている方や所得制限に該当する方は、手当の全部または一

部が支給されない場合があります。 

●受給対象者：18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童（心身に一定の障

がいがあるときは 20 歳未満）を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父

母に代わってその児童を養護している方

●手当額（令和７年４月現在）

区 分 全部支給の場合 一部支給の場合 

児童１人のとき 月額４６，６９０円 

所得に応じて月額 11,010 円

から 46,680 円まで１０円きざ

みの額 

児童２人目以降 月額１１，０３０円 

所得に応じて月額 5,520 円から

11,020 円まで１０円きざみの

額 

●手続き

申 請 場 所 川俣町役場 子育て支援課 子育て支援係 

持参するもの 

・請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本

・請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票写し

・請求者名義の預金通帳の写し

・個人番号カード

（無い場合は、通知カードと本人確認の証明書）

・その他必要書類

※要件によって違いますので詳しくは窓口でお尋ねください。
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ひひととりり親親家家庭庭医医療療費費助助成成事事業業  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 ひとり親家庭の経済的負担軽減のため、医療費の一部を助成しています。ただし所得制限等に該

当する方は助成を受けられない場合があります。 

●対象者：ひとり親家庭等の１８歳未満の児童とその児童を養育している方。

●助成内容：対象者が医療機関の窓口で支払った医療費（各種医療保険適用による自己負担分）

について、同一受診月ごとに１つの世帯の自己負担額を合算して１，０００円を超えた場合に、

その１，０００円を超えた金額が給付されます。資格登録後、受給者証が交付されますので、

医療費助成申請書に医療機関に支払った領収書を添付し、子育て支援課へ提出してください。 

●手続き

申 請 場 所 川俣町役場 子育て支援課 子育て支援係 

持参するもの 

・資格確認書等（親と児童）

・戸籍謄本

・請求者名義の預金通帳の写し

・その他必要書類

※要件によって違いますので詳しくは窓口でお尋ねください。

ひひととりり親親家家庭庭小小学学校校入入学学祝祝金金  

問問いい合合わわせせ  川川俣俣町町社社会会福福祉祉協協議議会会  ☎☎556655--33776611

ひとり親家庭の児童が、川俣町立小学校に入学するにあたり、1 人５，０００円分の川俣町商品

券と１世帯２，０００円分の町内で利用できる食事券を贈呈します。 

４月中に地区民生委員を通じて贈呈します。 

ひひととりり親親家家庭庭食食事事券券給給付付  

問問いい合合わわせせ  川川俣俣町町社社会会福福祉祉協協議議会会  ☎☎556655--33776611

１８歳未満の子どものいるひとり親家庭及び父母のいない児童家庭で、「川俣町ひとり親家庭医療

費助成事業」に該当する方及び生活保護世帯の方に、親子でふれあいの会食に役立てていただくよ

う、１人１，０００円分の食事券を給付いたします。該当者には、５月中に地区民生委員を通じて

贈呈します。 
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ひひととりり親親家家庭庭中中学学校校卒卒業業図図書書カカーードド贈贈呈呈  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 ひとり親家庭のお子さんが、川俣町立中学校卒業にあたり、1 人２，０００円分の図書カードを

贈呈します。お子さんあてに郵送いたします。 

母母子子父父子子・・寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

 母子父子家庭等の経済的自立や児童の福祉向上を図るため、各種資金を無利子または低金利で貸

し付ける制度です。 

●母子・父子福祉資金

(1) ２０歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子または男子

(2) ２０歳未満の父母のいない児童

(3) 配偶者のいない女子または男子が扶養している児童

●寡婦福祉資金

(1) 母子家庭で子どもが成人した母親など

●申込み方法

子育て支援係で受付を行い、福島県が審査をして貸付を決定します。申込みに必要な貸付申請

書等の用紙は、子育て支援係にあります。貸付金の種類は就学資金や結婚資金などがあります。

詳しいことは、子育て支援係にお尋ねください。 

ひひととりり親親家家庭庭ににななっったたとときき（（相相談談・・支支援援））  

就就業業・・職職業業紹紹介介  

問問いい合合わわせせ  福福島島県県母母子子家家庭庭等等就就業業・・自自立立支支援援セセンンタターー  

☎☎ 00112200--665500--111100

 母子家庭のお母さんや寡婦の方、父子家庭のお父さんを対象に就業に関する相談から情報の提供、

職業紹介にいたる一貫した就業支援を行っています。 

●利用時間：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時～午後５時

※事前予約にて、土日や夜間等も対応します。

●場 所：株式会社ト—ネット本社（福島市八木田字中島３６－１） 
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子子どどももにに障障ががいいののああるるとときき（（経経済済的的なな支支援援））  

特特別別児児童童扶扶養養手手当当  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

身体または精神に中度または重度の障がいを有する 20 歳未満の児童を監護している父もしくは

母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。ただし、児童が障がいを事由と

する年金を受け取ることができる場合や、施設などに入所している場合は、支給されません。

 障がい程度が該当しても、本人や配偶者及び扶養義務者の所得によって、支給が停止されること

があります。

●手当額（令和７年４月）

１級（重度障がい）児童１人につき 月額５６，８００円 

２級（中度障がい）児童１人につき 月額３７，８３０円 

障障害害児児福福祉祉手手当当  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  地地域域福福祉祉係係  内内線線 114400２２  

 ２０歳未満であって、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を要す

る方に支給されます。ただし、児童が障がいを事由とする年金を受け取ることができる場合や、施

設などに入所している場合は、支給されません。

 障がい程度が該当しても、本人や配偶者及び扶養義務者の所得によって、支給が停止されること

があります。

●支給月額 １６，１００円（令和７年４月現在）
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心心身身障障害害者者扶扶養養共共済済制制度度ににつついいてて  

問問いい合合わわせせ  福福島島県県  保保健健福福祉祉部部  障障ががいい福福祉祉課課  

☎☎002244--552211--77117700

「心身障害者扶養共済制度」は、障がいのある方を育てている保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、

祖父母、その他の親族など）が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなったときなどに、障がい

のある方に対し、一定の年金を一生涯支給するというものです。 

次の二つの条件のいずれかがあてはまる場合、掛金が免除となります。 

〇保護者の年度初日（４月 1 日）の年齢が６５歳以上となったとき 

〇加入して２０年が経過したとき 

※掛金は加入時の年度の４月１日時点の保護者の年齢により変わります。

年年齢齢  掛掛金金月月額額（（11 口口ああたたりり））  

３３５５歳歳未未満満  ９，３００円 

３３５５歳歳以以上上４４００歳歳未未満満  １１，４００円 

４４００歳歳以以上上４４５５歳歳未未満満  １４，３００円 

４４５５歳歳以以上上５５００歳歳未未満満  １７，３００円 

５５００歳歳以以上上５５５５歳歳未未満満  １８，８００円 

５５５５歳歳以以上上６６００歳歳未未満満  ２０，７００円 

６６００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満  ２３，３００円 

※制度から脱退された場合は、すでに払い込んだ掛金は返還されません。

※制度の見直しにより、掛金が改定される場合がありますのでお申込み前に上記問い合わせ先へ

ご確認ください。

※掛金は 2 口まで加入可能です。
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子子どどももにに障障ががいいののああるるとときき（（生生活活支支援援））  

  

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  地地域域福福祉祉係係  内内線線 11440044  

障障害害者者手手帳帳  

●身体障害者手帳 

  身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、

１級から６級までの手帳が交付されます。 

 

●療育手帳 

  知的に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、

「Ａ（最重度、重度）」「Ｂ（中度、軽度）」の手帳が交付されます。 

 

●精神障害者保健福祉手帳 

  精神に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、

１級から３級までの手帳が交付されます。 

 

障障ががいい福福祉祉ササーービビスス  

 障がいのある方が、日常生活を営むために必要な各種サービスを利用できます。利用には、原則

１割（所得に応じ上限月額あり）の自己負担があります。 
 サービスには、居宅介護、児童発達支援、短期入所、日中一時支援等のサービスがあります。 
 原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と難病の方が対象とな

ります。利用したい場合は、ご相談ください。 
●放課後等児童デイサービス 

  発達障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、授業終了後や夏休みなどの長期休業

中に利用できる福祉サービスです。 

  

そそのの他他ののササーービビスス  

※ 身体障害者手帳を所持している方が、以下のサービスを利用できます。 

●補装具交付：障がいに応じて義肢、装具、歩行器、杖、車いす、眼鏡、補聴器などの交付・修

理を受けられます。（原則 １割自己負担） 

●日常生活用具給付：在宅の重度障がい児・者等に日常生活に必要な用具（電気式吸入吸引器、

特殊寝台、特殊便器など）の給付、貸与を行います。（原則 １割自己負担） 
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子子どどもものの遊遊びび場場  

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

おおててひひめめわわくくわわくくラランンドド（（子子どどもものの屋屋内内運運動動場場））  

☎☎５５７７２２－－３３５５００２２

●場所：川俣町字新中町８４－３

●利用時間

1 回目：10：00～11：30

2 回目：13：00～14：15

3 回目：14：45～16：00

●●利用対象者

１階：乳幼児から未就学児（砂場のみ小学生も利用できます） 

2 階：年中さん（年度内に５歳になるこども）から小学６年生まで 

※町内にお住まいの方、定期的にご利用される方には、

利用者カードを発行します。（推奨）

※町外からおいでになる方には、受付記録をご記入いた

だきますので、案内にお申し出ください。

●●定休日：木曜日（祝日にあたるときは翌日等の平日）

／１２月２９日～１月３日

●利用上の注意

・親子で安全にご利用いただく施設ですので、保護者は

こどものそばを離れずに、一緒にいてください。 

・安全のため、こどもは素足で入場してください。

・遊具を傷つけたり、破損させるおそれがありますので、

アクセサリー、時計などは外してからご利用ください。

また、紛失のおそれがありますので、ポケットの中の

ものはすべて出してからご利用ください。（※コイン

ロッカーが無料で利用できます）

・ごみはお持ち帰りください。（おむつも持ち帰りをお

願いします）

・水分補給は、休憩コーナーをご利用ください。

・発熱・発疹・下痢・咳・風邪などの症状がある場合及

び伝染性疾患の疑いがある場合は入場できません。

・敷地内における事故、トラブル等については、一切の

責任を負えません。

・ペットの同伴はできません。

▲２階部分。スタッフが見守ってい

ます。

▲１階部分。赤ちゃん向けの遊具も

備えています。
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子子育育ててほほっっととスステテーーシショョンン（（ 11３３ ペペ ーー ジジ 再再 掲掲 ））   

問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援課課  子子育育てて支支援援係係  内内線線 22330022  

お子さんが遊べる遊具をたくさん用意しています。開催日のお好きな時間帯に、お気軽にお立ち

よりください。 

●開催場所：川俣町保健センター 多目的ホール

●開催時間：毎週 水・木・金 午前９時～午後２時 

・親子でゆっくり過ごしたり、親どうしや子どもどうしで

交流したり、スタッフさんとおしゃべりしたり、一緒に

お弁当を食べたり、親子の時間を楽しめます。

・事前の予約はいりません。ご自由にご参加ください。

・子育てに関する相談もできます。

・月 1 回程度、手遊びやわらべうた、紙芝居、親子体操な

どのイベントを実施中です。

・子育て中の保護者と集まって、心理師や助

産師、保健師といっしょにおしゃべりする

「子育ておしゃべり会」を開催します。 

・イベント、おしゃべり会の予定は、QR コ

ードを読み込んで、町のホームページからご確認くださ

い。

子子育育てて支支援援セセンンタターー（（ かか わわ まま たた 認認 定定 ここ どど もも 園園 内内 ））   

おお申申込込みみ・・おお問問いい合合わわせせ  子子育育てて支支援援セセンンタターー  

☎☎５５７７２２－－66113333（（直直通通））

かわまた認定こども園内に設置されたセンターです。お子

さんの在園の有無にかかわらず、子育て中の方ならどなたで

もご利用できます。保育士がこどもや親子の遊びを手助けし

たり、発育や発達に関する悩みに対応したりするほか、各種

イベントをご用意してお待ちしています。

●開催場所：かわまた認定こども園（川俣町字川原田 46

番地）

●電話受付：毎週 月～金 午前８時 30 分～午前９時ま

で受け付け

●利用時間：毎週 月～金 午前９時 30 分～11 時 30 分／午後３時１５分～

４時 15 分

●お悩み相談（要予約）：毎週水曜日・午後３時から４時（※来園の場合）
▲ 子 育 て 支 援

センター
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おお車車でで行行けけるる  遊遊具具のの設設置置場場所所  

名 称・所在地 遊 具 

川俣町中央公園 

 

●所在地：川俣町字寺久

保（国道 349 号線から

駐車場に入れます） 

 

 

・複合遊具 

※中央公園駐車場付近 

 

 

 

 

 

・ジャングルジム、スプリング遊具、ブランコ、すべり台 

※「ちびっこ広場」 

 

 

 

 

 

 

 

川俣児童遊園 

 

●所在地：川俣町字大作

19-1（大作集会所駐車

場をご利用ください）

・ジャングルジム、ブランコ、うんてい、シーソー 

  

 

 

 

 

 

おじまふるさと交流館 

 

●所在地：川俣町大字小

島字町畑 12 

 

 

 

・ジャングルジム、ブランコ、うんてい、シーソー、タイヤ 

※旧小学校の遊具が使えます。 
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不不妊妊にに関関すするるごご相相談談・・支支援援  

 

不不妊妊治治療療おおよよびび不不育育症症治治療療費費等等助助成成事事業業    

問問いい合合わわせせ  保保健健福福祉祉課課  健健康康増増進進係係  内内線線 2222００22  

不妊治療・検査等に要した費用の額から、福島県から助成を受けた額を差し引いた金額を助成い

たします。 

●●対象者  次の要件を全て満たす方  

① 令和 7 年 4 月 1 日以降に終了した治療検査（令和 6 年 3 月 31 日までに終了したものは

助成対象外） 

②福島県不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業、福島県不育症検査費助成事業の

助成決定を受けていること。 

③ 夫婦又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有していること。 

④ 現在、夫婦又は夫婦いずれか一方が他の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていな 

いこと。 

⑤ 夫婦いずれも町税の滞納がないこと。 

●助成額 

①不妊治療・検査：不妊治療・検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた

金額（上限 20 万円）。 

②不育症治療：治療に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額（上限 15

万円）。 

③不育症検査：検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額（1 回の検

査につき上限 5 万円）。 

●●申請締切：福島県特定不妊治療費助成等の決定があった日の属する年度の３月３１日まで 

 

女女性性ののミミカカタタ健健康康ササポポーートトココーールル  ００２２４４－－５５３３５５－－５５６６１１５５  

問問いい合合わわせせ  福福島島県県  県県北北保保健健福福祉祉事事務務所所  

 予期しない妊娠や、女性のからだに関する相談に保健師がお電話で対応します。お気軽にどうぞ。 

●相談時間：平日の午前９時～午後５時 

●主な相談内容：妊娠や出産等の女性の心やからだの悩み、思春期、更年期に関すること ほか 
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女女性性ののたためめのの相相談談支支援援  

問問いい合合わわせせ  女女性性ののたためめのの相相談談支支援援セセンンタターー          

☎☎  002244--552222--11001100  

（（☎☎  専専用用電電話話００２２４４－－５５２２２２－－１１００１１００））  

 女性が抱える様々な問題や悩みの相談に対して、総合的な支援を行っています。 

 結婚、離婚、男女間のトラブル、家庭不和、ＤＶ（配偶者からの暴力）など女性からのあらゆる

相談に応じます。 

●相談時間  午前９時～午後９時（祝日、年末年始を除く毎日） 

●相談方法  電話、来所 

●所在地   福島市上浜町６－３ 

 ◆家族から暴力を受け、避難するなど緊急の場合は １１１１００番番  警察へ 

 

性性差差医医療療セセンンタターー（（福福島島県県立立医医大大付付属属病病院院））  

問問いい合合わわせせ  福福島島県県立立医医大大付付属属病病院院性性差差医医療療セセンンタターー  

☎☎００２２４４－－５５４４７７－－１１４４００７７  

 福島県立医大付属病院では、女性専門外来を設け、きめ細やかな診療を提供しております。 

 月曜日から金曜日まで、完全予約制で診療いたしております。詳しくは県立医大付属病院までお

問い合わせください。 
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悩悩みみ・・困困りりごごとと・・いいののちち・・人人権権にに関関すするる相相談談窓窓口口  

内 容 問い合わせ先 相談時間 電話番号 

子どもの発育・発達や健康、

ひとり親の福祉に関するこ

と 

県北保健福祉事務所 

月～金 

8:30～17:15 
024- 

534-4155

0～18 歳までのお子さんの

身近な相談窓口。誰もが抱え

る子育ての悩みに丁寧にお

答えします。子ども本人から

の相談も受け付けます。 

児童家庭センターあおば

月～金 

8:30～17:30 
024 

597-882３

子どもの非行、しつけなど、

児童福祉に関すること 
福島県中央児童相談所 

月～金 

8:30～17:15 

024- 

534-5101

虐待を受けていると思われ

る子どもを見つけた時 
児童相談所共通ダイヤル １

い ち

 ８
は や

 ９
く

（無料）

いじめ問題他不登校、体罰な

どの教育相談電話 

※子どもも大人も匿名で相

談できます。 

福島県教育センター 

月～金 

10:00～17:00

0120- 

453-141

（無料）

いじめや困ったことがあっ

た時 

ふくしま２４時間子ども

ＳＯＳ（県教育委員会）
毎日２４時間 

0120- 

916-024

（無料） 

SNS 相談（LINE） 

家庭や家族の悩み、子育ての

不安、ヤングケアラー、不登

校など子育てに関する悩み、

困っている時、誰かに聞いて

ほしい時など、名前を言わず

に相談できます。 

ふくしま親子・ヤングケ

アラーのための相談

（県児童家庭課） 

毎日 24 時間 

もしくは 

https://lin.ee/RO05Ygx

いじめ関係 

いじめ１１０番 

（県警察本部） 

月～金 

9:00～17:00 

（祝日、年末年始を除

く） 

0120- 

795-110

（無料） 

青少年及び保護者の悩みな

どに関すること 

ヤングテレホン

（県警察本部） 

月～金 

9:00～17:00 

（祝日、年末年始を除

く） 

024- 

525-8060
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子どもの人権にかかわるこ

と （いじめや虐待など）

子どもの人権１１０番 

（福島地方法務局） 

月～金 

8:30～17:15 

0120- 

007-110

（無料） 

いのちにかかわること、 

心の健康相談や精神医療に

かかわること、思春期の悩み

など 

福島いのちの電話 
毎日 

10:00～22:00 

024- 

536-4343
し み じ み

自殺予防いのちの電話 

毎月１０日 

8:00～翌朝 8:00 

0120- 

783
な や み

-
－

556
こ こ ろ

 

※上記の他、川俣町役場関係各係で相談をお受けいたします。連絡先は本誌最終ページをご覧く

ださい。
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子子どどももがが  けけがが・・病病気気ににななっったたとときき  

医医療療機機関関ののかかかかりり方方  

●●「かかりつけ医」をもちましょう。

●●休日や夜間に受診できる医療機関を確認しま

しょう。

●重症の場合、命にかかわるような症状の場合は

１１９番を！！

川川俣俣町町のの休休日日当当番番医医  

●●ＱＱＲＲココーードドででホホーームムペペーージジををごご確確認認くくだだささいい。。

毎月発行の「広報かわまた」または、

川俣町公式 LINE「Ka-LINE」

「おしらせメール」でも配信しています。

※毎月１日ごろに当月分を配信します。

●休日当番医について、次の点にご協力をお願いします。

・診察時間は、午前９時から午後５時までです

・急病人だけが対象です。再診はご遠慮ください。

・発熱や風邪様症状のある方は電話で受信方法をご確認ください。

・当番医は、原則として標ぼうしている診療科のみの対応となります。

・診察予定となる当番医療機関は変更になる場合がありますので、受診する際は必ず医療機関に

ご確認ください。

病院・医院名 
電話番号 

（市外局番 024） 
所在地 

むとうこどもクリニック 565-2435 川俣町字瓦町 31 

あんざい整形外科クリニック 565-3511 川俣町大字鶴沢字川端 28 

済生会春日診療所 566-2707 川俣町字五百田 20-1 

済生会川俣病院 566-2323 川俣町大字鶴沢字川端 2-4 

十二社内科外科 597-8907 川俣町大字羽田字十二社 5-1 

鈴木内科医院 565-2688 川俣町字新中町 21-3 

村上医院 565-3637 川俣町字本町 44-1 

※済生会川俣病院は内科のみの対応

※あんざい整形外科クリニックは、整形外科医・内科医が在所しています。

落落ちち着着いいてて次次ののここととをを伝伝ええままししょょうう。。  

・自分の名前、住所、電話番号

・子どもの氏名、年齢、性別

・いつから、どうなったのか病状の説明

ママイイナナンンババーーカカーードドままたたはは資資格格確確認認書書

等等、、おお薬薬手手帳帳、、現現金金ををおお持持ちちくくだだささいい。。

▲ka-LINE

お知らせメール

▲休日当番医
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福福島島県県子子どどもも救救急急電電話話相相談談  ＃＃88000000  ※※局局番番ななしし。。携携帯帯電電話話・・ププッッシシュュ回回線線

ままたたはは  002244--552211--33779900 ※※ダダイイヤヤルル回回線線

●夜、突然子どもの具合が悪くなったとき、病院に行くか救急車を呼ぶか迷ったときなど、お気

軽にご相談ください。

●相談対象：夜間急に具合の悪くなった子どもさんの保護者等

●相談時間：毎日午後 6 時～翌朝 8 時まで

●相談対応者：看護師、保健師及び医師

（※1５歳以上の方のご相談は、＃＃77111199 または 002244--552244--33002200 毎日 24 時間受付）

福福島島市市夜夜間間休休日日急急病病セセンンタターー  002244--552255--77667722

※救急医療を本当に必要とする人のためのセンターです。

適正受診にご協力ください。

●場所：福島市上町５番６号 紙町テラス２階

●夜間の診療について

○診療日：毎日

○診療時間および診療体制

診療時間および診療体制の詳細 

診療体制 

診療時間 

19 時 00 分 

～22 時 00 分

診療時間 

22 時 00 分 

～23 時 00 分

診療時間 

23 時 00 分 

～7 時 30 分 

小児科 診察あり なし なし 

内科系 診察あり 診察あり 診察あり 

外科系 診察あり 診察あり 診察あり 

○受付時間

午後 6 時 30 分から翌朝午前 7 時まで（診療時間の 30 分前）

●休日（小児科）の診療について

○診療日：毎月第 2・第 4 日曜日（小児科の休日当番として診療）

○診療時間および受付時間

診療時間および受付時間の詳細 

小児科のみ 午前 午後 

診療時間 9 時 00 分～12 時 00 分 13 時 00 分～17 時 00 分 

受付時間 8 時 30 分～11 時 30 分 13 時 00 分～16 時 00 分 

▲福島市夜間・休日

急病センター
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福福島島市市休休日日救救急急歯歯科科診診療療所所    

●場所：福島市保健福祉センター（福島市森合町１０－１）１階 

●診察日：日曜日・祝日・年末年始（１２月３０日～１月３日） 

●受付時間：午前９時～午前 11 時 30 分／午後１時～午後４時３０分 

●診察時間：午前９時～午前１２時／午後１時～午後５時 

●電話：診察時間内 024-525-7673／診察時間外 024-572-7602 

※ホームページで注意事項等をご確認ください。 

  

福福島島県県医医療療情情報報ネネッットト  

●福島県内の医療機関、薬局が検索できます。 

 

 

  ▲または「福島県医

療情報ネット」で

検索 
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子育て支援ガイドブック 
 

企画・編集・発行 
川俣町教育委員会 子育て支援課 子育て支援係 

Mail : kosodate@town.kawamata.lg.jp 

 
 
 

 
 

川俣町役場 各担当窓口・お問い合わせ先 
福島県伊達郡川俣町字五百田３０番地 電話 ０２４－５６６－２１１１ 

FAX ０２４－５６６－２４３８ 

 
 

 当 担 容 内 受付時間 電話番号 

学校に関すること 川俣町教育委員会 学校教育課 

月～金 

８：３０ 

～ 

１７：１５ 

内線 2002 

認定こども園、幼稚園に

関すること 

川俣町教育委員会 

子育て支援課 幼児教育係 
内線 230２ 

子どもの養育や子育て

環境、虐待に関すること 

川俣町教育委員会  

子育て支援課 子育て支援係 
内線 230３ 

育児不安や子育ての悩

みに関すること 
川俣町保健福祉課 健康増進係 内線 22０2 




